
1 託送供給収支
託送資産明細書
（無形固定資産）の
算定誤り

託送資産明細書の「無形固定資産」の計上に漏れがあった。
無形固定資産は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第
２　２に基づき、正確に算定したものを託送資産明細書に記
載すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第２　２

2 託送供給収支 修繕費の算定誤り 修繕費において、全額託送費用として計上すべき費用を機能別に
配賦していた。

修繕費は、ガス事業法施⾏規則　別表第１　２．（１）に
基づき、託送費用として特定できるものは託送収支計算書に
正確に算定し直課すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（１）

3 託送供給収支 事業者が定める算定
⽅法の届出の不備

固定資産除却費の算定にあたり、託送収支計算規則とは異なる
算定⽅法を、あらかじめ同規則様式第４に整理し届け出ていな
かった。

ガス事業法施⾏規則　第６条に基づき、同規則とは異なる算
定⽅法はあらかじめ様式第４に整理し、届け出るべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　第６条

4 託送供給収支 運転資本の算定誤り 運転資本の算定に誤りがあった。
運転資本は、ガス事業法施⾏規則　別表第２　２．に基づ
き、託送収支計算書に減価償却費を正確に算定したものを控
除すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第２
２．

5 体制整備等

託送供給の業務等が
法令等に適合すること
を確保するための計画
の未整備

ガス事業法施⾏規則第７９条の１４第１項第１０号の規定に
基づく計画が整備されていなかった。

ガス事業法施⾏規則第７９条の１４第１項第１０号の規
定に基づき計画を整備すべきである。

ガス事業法施⾏規則第
７９条の１４第１項第
１０号

6 財務諸表 損益計算書の⾦額の
誤り

ガス器具の取付けに要した費用や附帯事業に係る費用を営業雑
費用の受注工事費用に計上していた。

ガス器具の取付けに要した費用や附帯事業に係る費用は、ガ
ス事業会計規則　別表第１に基づき、営業雑費用のその他
営業雑費用並びに附帯事業費用に整理すべきである。

ガス事業会計規則　別表
第１

7 財務諸表 会計整理項目の誤り 構内建物に係る委託作業費を供給販売費の委託作業費に計上
していた。

構内建物に係る委託作業費は、ガス事業会計規則　別表第
１に基づき、⼀般管理費の委託作業費に整理すべきである。

ガス事業会計規則　別表
第１

8 財務諸表 会計整理項目の誤り 附帯事業（電気供給業）に係る収⼊割事業税を「⼀般管理
費・租税課⾦」に計上していた。

電気供給業に係る収⼊割事業税は、ガス事業会計規則　別
表第１に基づき、附帯事業費用に計上すべきである。

ガス事業会計規則　別表
第１

9 財務諸表 会計整理項目の誤り
業務設備（福利厚⽣施設）の維持管理に係る費用を⼀般管
理費で整理すべきところ、供給販売費（委託作業費および雑
費）に計上していた。

福利厚⽣施設の維持管理に係る費用は、ガス事業会計規則
別表第１に基づき、⼀般管理費に整理すべきである。

ガス事業会計規則　別表
第１

10 託送供給収支 託送資産計算書の託
送費用算定の誤り 託送費用算定時、事業税の集計を誤っていた。 ガス事業託送供給収支計算規則に基づき、事業税は地⽅税

法の定めるところにより算定した額を計上すべきである。
ガス事業託送収支計算
規則　別表第１

11 体制整備等 監視部門の独⽴性が
保たれていない 監視部門が、ガス製造部門から独⽴した組織になっていなかった。 ガス事業法施⾏規則第７９条の１４第１項第１２号の規

定に基づき、ガス製造部門から独⽴した組織にすべきである。

ガス事業法施⾏規則第
７９条の１４第１項第
１２号

12 体制整備等 情報管理責任者の不
充足 現場の担当課⻑が、情報管理責任者となっていた。

ガス事業法施⾏規則第７９条の１４第１項第６号に基づ
き、情報管理責任者は当該⼀般ガス導管事業者の役員に相
当する地位を有する者をもってこれに充てるべきである。

ガス事業法施⾏規則第
７９条の１４第１項第
６号

13 財務諸表 損益計算書の⾦額の
誤り

県税還付税額（所得割法人事業税）を損益計算書の法人税
等に整理すべきところ、営業外収益の雑収⼊に計上していた。

所得割法人事業税は、ガス事業会計規則　別表第１及びガ
ス事業会計規則取扱要領第９４に基づき、損益計算書の法
人税等に整理すべきである。

ガス事業会計規則　別表
第１
ガス事業会計規則取扱
要領第９４

14 財務諸表 会計整理項目の誤り リース資産を有形固定資産に計上すべきところ、⻑期前払費用に
計上されていた。

リース資産は、ガス事業会計規則　別表第１に基づき、有形
固定資産に整理すべきである。

ガス事業会計規則　別表
第１

15 託送供給収支 還元義務額残高の算
定誤り 還元義務額残高が適切に算定されていなかった。

還元義務額残高は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表
第３　４．（３）に基づき、正確に算定した額を計上すべき
である。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第３
4．（３）
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16 財務諸表 会計整理項目の誤り 返済⾦の保証料を⻑期前払費用に計上すべきところ、前払費用
としていた。

返済⾦の保証料は、ガス事業会計規則　別表第１に基づき、
⻑期前払費用に整理すべきである。

ガス事業会計規則　別表
第１

17 体制整備等
情報の取扱いに関す
る規程を遵守させるた
めの研修の未実施

ガス事業法施⾏規則第79条の14第1項第四号に定める研修が
役員及び⼀部の従業者に対して実施されていなかった。

ガス事業法施⾏規則第７９条の１４第１項第４号に基づ
き、⼀般ガス導管事業者の役員及び従業者に対し必要な研
修を実施すべきである。

ガス事業法施⾏規則第
７９条の１４第１項第
４号

18 託送供給収支 乖離率計算書の算定
誤り 乖離率計算書における実績費用が適切に算定されていなかった。

乖離率計算書における実績費用は、ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第３　５．（６）に基づき、正確に算定した
額を計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第３
５．（６）

19 託送供給収支 乖離率計算書の算定
誤り 乖離率計算書における実績費用が適切に算定されていなかった。

乖離率計算書における実績費用は、ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第３　５．（６）に基づき、正確に算定した
額を計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第３
５．（６）

20 財務諸表 会計整理項目の誤り 無形固定資産の減価償却額を需要開発費や消耗品費に計上し
ていた。

無形固定資産の減価償却額は、ガス事業会計規則　別表第
１に基づき、減価償却費に整理すべきである。

ガス事業会計規則　別表
第１

21 託送供給収支 収⼊割事業税の算定
誤り 託送収支計算書において事業税が誤って算定されていた。 ガス事業託送供給収支計算規則に基づき、事業税は地⽅税

法の定めるところにより算定した額を計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（４）

22 託送供給収支 事業税が算定されて
いない 託送収支計算書において事業税が算定されていなかった。 ガス事業託送供給収支計算規則に基づき、事業税は地⽅税

法の定めるところにより算定した額を計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（４）

23 財務諸表 会計整理項目の誤り 灯油関連の取引を営業雑収益、営業雑費用に計上していた。
灯油関連の取引は、ガス事業会計規則　別表第１に基づき、
附帯事業収益、附帯事業費用に正確に算定したものを整理
すべきである。

ガス事業会計規則　別表
第１

24 託送供給収支
託送資産明細書にお
ける「無形固定資産」
の計上誤り

託送資産明細書において、無形固定資産を算定する際、資産が
適切に計上されていなかった。

託送資産明細書は、ガス事業託送供給収支計算規則に基づ
き、適切に計上すべきである。

ガス事業託送収支計算
規則　別表第２

25 託送供給収支 本支管投資額実績
表の計上誤り

本支管投資額実績表において、令和元年度の本支管（主要導
管以外）投資額が適切に計上されていなかった。

本支管投資額実績表における本支管投資額は、ガス事業託
送供給収支計算規則に基づき、適切に計上すべきである。

ガス事業託送収支計算
規則　別表第２

26 財務諸表 営業費明細表の⼀部
費用区分誤り

営業費（供給販売費及び⼀般管理費）の⼀部について、適正
な基準によりガス事業と附帯事業それぞれの事業に区分して整理
していなかった。

営業費（供給販売費及び⼀般管理費）はガス事業会計規
則第１３条第１項に基づき、正確に算定したものを営業費明
細表に計上すべきである。

ガス事業会計規則第１
３条第１項

27 託送供給収支

託送収支計算書上の
製造費、供給販売
費、⼀般販売費の配
賦係数誤り、計算誤り

託送費用関連配賦基準における人員⽐について、適切ではない
人員⽐を算定に用いていた。

託送費用関連配賦基準は、ガス事業託送供給収支計算規
則　別表第１　　２．（２）③に基づき、適正に定めるべき
である。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（２）③

28 託送供給収支 託送収支計算書上の
事業税の算定誤り

事業税の算出について、地⽅税法の定めるところにより算定してい
なかった。

事業税は、ガス事業託送供給収支計算規則別表第１　２．
（４）に基づき、地⽅税法の定めるところにより算定した額を
計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（４）

29 託送供給収支

託送収支計算書上の
製造費、供給販売
費、⼀般販売費の配
賦係数誤り、計算誤り

供給販売費の機能別展開において、配賦する根拠となる⾦額が
適切ではなかった。また、適切ではない配賦基準にて配賦されてい
た。

供給販売費の機能別展開は、ガス事業託送供給収支計算
規則　別表第１　２．（２）に基づき、適切に⾏うべきであ
る。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（２）
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30 託送供給収支

託送収支計算書上の
営業外収益・費用及
び特別利益・損失の
機能別原価等への配
賦誤り

雑収⼊を託送供給関連部門の収益に整理するに当たり、適切に
整理されていなかった。

雑収⼊を託送供給関連部門の収益に整理するに当たっては、
ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１　３．（２）に
基づき、適切に整理すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（２）

31 託送供給収支

超過利潤累積額管
理表のうち、前期超過
利潤累積額（⼜は前
期⽋損累積額）の誤
り

超過利潤累積額管理表について、前期超過利潤累積額（⼜は
前期⽋損累積額）の⾦額が誤って計上されていた。

前期超過利潤累積額（⼜は前期⽋損累積額）の⾦額は、
ガス事業託送供給収支計算規則　別表第３　２．（１）に
基づき、適切に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第３
２．（１）

32 託送供給収支
内部留保相当額管
理表のうち、前期末内
部留保相当額の誤り

内部留保相当額管理表について、前期末内部留保相当額の⾦
額が誤って計上されていた。

前期末内部留保相当額の⾦額は、ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第３　４．（１）に基づき、適切に計上す
べきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第３
４．（１）

33 託送供給収支 乖離率計算書のうち、
実績費用の誤り

乖離率計算書について、実績費用の⾦額が誤って計上されてい
た。

実績費用は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第３
５．（３）に基づき、乖離率計算書に正確に算定した額を
計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第３
５．（３）

34 託送供給収支 法人税等の計算誤り 法人税等の算定にあたり、誤った法定実効税率が適用されてい
た。

法人税等は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
３．（９）及びガス事業託送供給収支計算規則　別表第
３　１．（４）に基づき、正確な⾦額を算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（９）

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第３
１．（４）

35 託送供給収支
内部留保相当額管
理表のうち、前期末内
部留保相当額の誤り

内部留保相当額管理表について、前期末内部留保相当額の⾦
額が誤って計上されていた。

前期末内部留保相当額の⾦額は、ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第３　４．（１）に基づき、適切に計上す
べきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第３
４．（１）

36 託送供給収支 事業税の計上誤り 事業税の計上に誤りがあった。 事業税は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
２．（４）に基づき、適正に算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則別表第１
２．（４）

37 託送供給収支 法人税の計上誤り 法人税の計上に誤りがあった。
法人税は、ガス事業託送供給収支計算規則別表第１　３．
（９）及びガス事業託送供給収支計算規則　別表第３
１．（４）に基づき、正しい⾦額を算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則別表第１
３．（９）
ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第３
１．（４）

38 託送供給収支
託送収支計算書
（営業外収益「雑収
⼊」）の算定誤り

営業外収益の「雑収⼊」の算定にあたり、直近の料⾦改定時に控
除項目として料⾦原価に織り込まれていなかった収⼊が「雑収⼊」
に計上されていた。

雑収⼊は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
３．（２）に基づき、適切に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（２）

39 体制整備等

託送供給業務が法令
等に適合することを確
保するための規定及び
計画等について

ガス事業法施⾏規則第７９条の１４第１項第１０号の規定に
基づく規定及び計画が整備されず、運用すること並びにその業務
執⾏の状況の監視が⾏われていなかった。

ガス事業法施⾏規則第７９条の１４第１項第１０号の規
定に基づき規定及び計画を整備し、運用すること並びにその業
務執⾏の状況の監視を⾏うべきである。

ガス事業法施⾏規則　第
７９条の１４第１項第
１０号

40 約款の運用 内管工事費の算出誤
り

内管工事費について、託送供給約款に基づき適切に算出が⾏わ
れていない案件が認められた。

内管工事費は、託送供給約款に基づき適正に内管工事に伴
う費用の算出を⾏うべきである。

託送供給約款　Ⅵ．３
６．（３）

41 託送供給収支 供給販売費の機能別
展開の誤り

供給販売費の機能別展開において、ガス事業に係る費用を託送
費用として整理していなかった。また、託送費用として特定できる費
用を直接配賦していなかった。

供給販売費の機能別展開及び託送費用として特定できるもの
は、は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１　２．
（１）、（２）に基づき、託送費用に整理すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（１）、（２）

42 託送供給収支 営業外収益の算定誤
り

ガス事業に係る営業外収益を託送供給関連部門の収益に整理
していなかった。

ガス事業に係る営業外収益は、ガス事業託送供給収支計算
規則　別表第１　３．に基づき、託送供給関連部門の収益
に整理すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．
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43 託送供給収支 運転資本の算定誤り 託送資産明細書における運転資本が毎事業年度決算確定値を
もとに算定されていなかった。

運転資本は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第２
２．に基づき、適正に算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第２
２．

44 託送供給収支 事業税の算定誤り 事業税の算定に誤りがあった。 事業税は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
２．（４）に基づき、適正に算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（４）

45 託送供給収支 法人税等の算定誤り 法人税の算定に誤りがあった。
法人税は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
３．（９）及びガス事業託送供給収支計算規則　別表第
３　１．（４）に基づき、正確な⾦額を算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（９）
ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第３
１．（４）

46 体制整備等

人事異動に伴う非公
開情報システムのアク
セス権限の切替えの
遅れ

人事異動に伴いアクセス権限がないとされる者が、異動⽇以降も
非公開情報システムにアクセスすることが可能となっていた。

非公開情報を⼊手することができる者のみが、非公開情報シス
テムにアクセスできるようにするべきである。（既に対応措置済
み）

ガス事業法施⾏規則　第
７９条の１４第１項第
２号ロ

47 約款の運用 内管工事費の算出誤
り

内管工事費について、託送供給約款に基づき適切に算出が⾏わ
れていない案件が認められた。

内管工事費は、託送供給約款に基づき適正に内管工事に伴
う費用の算出を⾏うべきである。

託送供給約款　Ⅵ．３
６．（３）

48 託送供給収支 事業税額の記載誤り 事業税の額を誤って記載していた。 事業税は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
２．（４）に基づき、適正に算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（４）

49 託送供給収支 供給販売費の機能別
展開の誤り

供給販売費の機能別展開において、託送費用として特定できる
費用を直接配賦していなかった。また、誤った配賦基準にて配賦さ
れていた。

供給販売費の機能別展開及び託送費用として特定できるもの
は、は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１　２．
（１）、（２）に基づき、託送費用に整理すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（１）、（２）

50 託送供給収支 供給販売費の機能別
展開の誤り

供給販売費の機能別展開において、託送費用として特定できる
費用を直接配賦していなかった。また、誤った配賦基準にて配賦さ
れていた。

供給販売費の機能別展開及び託送費用として特定できるもの
は、は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１　２．
（１）、（２）に基づき、託送費用に整理すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（１）、（２）

51 託送供給収支 その他の営業外収益
の算定誤り

誤った額のその他の営業外収益を託送供給関連部門の収益に整
理していた。

ガス事業に係る営業外収益は、ガス事業託送供給収支計算
規則　別表第１　３．（３）に基づき、託送供給関連部門
の収益に整理すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（３）

52 託送供給収支 その他の営業外収益
の算定誤り

誤った額のその他の営業外収益を託送供給関連部門の収益に整
理していた。

ガス事業に係る営業外収益は、ガス事業託送供給収支計算
規則　別表第１　３．（３）に基づき、託送供給関連部門
の収益に整理すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（３）

53 託送供給収支 資⾦調達に係る営業
外費用の算定誤り

資⾦調達に係る営業外費用を誤った固定資産⾦額⽐により託送
供給関連部門の費用に整理していた。

ガス事業に係る営業外費用は、ガス事業託送供給収支計算
規則　別表第１　３．（５）に基づき、託送供給関連部門
の費用に整理すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（５）

54 託送供給収支 営業外費用「雑支出
等」）の算定誤り

営業外費用の「雑支出等」の算定にあたり、直近の料⾦改定時に
料⾦原価に織り込まれていなかった支出が「雑支出等」に計上され
ていた。

雑支出は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
３．（６）に基づき、適切に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（６）

55 託送供給収支 その他の営業外収益・
費用の算定誤り

その他の営業外収益・費用を誤った機能別原価項目の⾦額⽐に
より託送供給関連部門の収益・費用に整理していた。

ガス事業に係る営業外収益・費用は、ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１　３．（３）、（７）に基づき、適正
に整理すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（３）、（７）
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56 託送供給収支 その他の営業外収益・
費用の算定誤り

その他の営業外収益・費用を誤った機能別原価項目の⾦額⽐に
より託送供給関連部門の収益・費用に整理していた。

ガス事業に係る営業外収益・費用は、ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１　３．（３）、（７）に基づき、適正
に整理すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（３）、（７）

57 託送供給収支 運転資本の算定誤り 託送資産明細書における運転資本が毎事業年度決算確定値を
もとに算定されていなかった。

運転資本は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第２
２．に基づき、適正に算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第２
２．

58 託送供給収支 実績需要量の算定誤
り 乖離率計算書における実績需要量が誤って算定されていた。 実績需要量は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第３

５．（６）に基づき、適正に算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第３
５．（６）

59 託送供給収支 供給販売費の機能別
展開の誤り

供給販売費の機能別展開において、誤った配賦基準にて配賦さ
れていた。

供給販売費の機能別展開は、ガス事業託送供給収支計算
規則　　別表第１　２．（２）①に基づき、適正に整理すべ
きである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（２）①

60 財務諸表 勘定科目の整理誤り 収⼊⾦額を課税標準としない事業税が、⼀般管理費の租税課
⾦で計上されていた。

収⼊⾦額を課税標準としない事業税は、ガス事業会計規則
別表第１に基づき、適正に計上すべきである。

ガス事業会計規則　別表
第１

61 託送供給収支 営業外費用（資⾦
調達）の算定誤り

資⾦調達に係る営業外費用を固定資産⾦額⽐により託送供給
関連部門の費用に整理していなかった。

ガス事業に係る営業外費用は、ガス事業託送供給収支計算
規則　別表第１　３．（５）に基づき、託送供給関連部門
の費用に整理すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（５）

62 託送供給収支 営業外費用（雑支
出等）の算定誤り

営業外費用の「雑支出等」の算定にあたり、直近の料⾦改定時に
料⾦原価に織り込まれていなかった支出が「雑支出等」に計上され
ていた。また、計上⾦額についても誤りがあった。

雑支出は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
３．（６）に基づき、適切に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（６）

63 託送供給収支 特別損失の算定誤り 特別損失を誤った機能別原価項目の⾦額⽐により、託送供給関
連部門の費用に整理していた。

特別損失は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
３．（８）に基づき、託送供給関連部門の費用に整理すべ
きである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（８）

64 託送供給収支
税引前託送供給関
連部門当期純利益の
算定誤り

様式第１第１表における「税引前託送供給関連部門当期純利
益」の算出において、特別損失を差し引かないで算出していた。

税引前託送供給関連部門当期純利益は、ガス事業託送供
給収支計算規則　別表第１　４．に基づき、算出すべきであ
る。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
４．

65 財務諸表 勘定科目の整理誤り 損益計算書において、受注工事費用及びその他営業雑費用が
供給販売費に整理されていた。

受注工事費用及びその他営業雑費用は、ガス事業会計規則
別表第１に基づき、損益計算書の営業雑費用に正確に算定
したものを計上すべきである。

ガス事業会計規則　別表
第１

66 託送供給収支 想定原価と実績費用
の乖離額の算出誤り 想定原価と実績費用の乖離額が誤って算出されていた。

想定原価と実績費用の乖離額は、ガス事業託送供給収支計
算規則　別表第３　１．（７）に基づき、適正に算出すべき
である。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第３
１．（７）
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67 託送供給収支 減少事業報酬額の計
上誤り 減少事業報酬額が、適正に計上されていなかった。 減少事業報酬額は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表

第３　１．（６）に基づき、適正に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第３
１．（６）

68 託送供給収支 供給販売費の機能別
配賦係数の算定誤り

供給販売費の機能別配賦係数（固定資産⾦額⽐）が適正に
算定されていなかったことに伴い、供給販売費及び営業外費用の
託送費用が適正に算出されていなかった。

供給販売費及び営業外費用は、ガス事業託送供給収支計
算規則　別表第１　２．（２）①、３．（５）に基づき、
適正に算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（２）①、３．
（５）

69 託送供給収支 供給販売費の機能別
配賦係数の算定誤り

供給販売費の機能別配賦係数（固定資産⾦額⽐）が適正に
算定されていなかったことに伴い、供給販売費及び営業外費用の
託送費用が適正に算出されていなかった。

供給販売費及び営業外費用は、ガス事業託送供給収支計
算規則　別表第１　２．（２）①、３．（５）に基づき、
適正に算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（２）①、３．
（５）

70 託送供給収支 特別損失の算定誤り 託送費用でない特別損失を託送費用として算定していた。 特別損失は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
３．（８）に基づき、適正に算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（８）

71 託送供給収支 運転資本の算定誤り 託送資産明細書における運転資本が毎事業年度決算確定値を
もとに算定されていなかった。

運転資本については、ガス事業託送供給収支計算規則　別
表第２　２．に基づき、適正に算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第２
２．

72 託送供給収支 託送供給特定費用の
算定誤り

託送供給特定費用を誤って算出していたとともに、様式第１に整
理する際、計上漏れにより、計上する⾦額を間違えていた。

託送供給特定費用は、ガス事業託送供給収支計算規則　別
表第１　２．（２）、４．に基づき、適正に算定すべきであ
る。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（２）、４．

73 託送供給収支 営業外収益「雑収
⼊」の算定誤り

営業外収益の「雑収⼊」の算定にあたり、直近の料⾦改定時に控
除項目として料⾦原価に織り込まれていなかった収⼊が「雑収⼊」
に計上されていた。

雑収⼊は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
３．（２）に基づき、適切に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（２）

74 託送供給収支 営業外費用「雑支出
等」の算定誤り

営業外費用の「雑支出等」の算定にあたり、直近の料⾦改定時に
料⾦原価に織り込まれていなかった支出が「雑支出等」に計上され
ていた。

雑支出は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
３．（６）に基づき、適切に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（６）

75 託送供給収支 営業外収益「資⾦運
用」の算定誤り

ガス事業に係らない収益を営業外収益の「資⾦運用」として計上
していた。

営業外収益の資⾦運用は、ガス事業託送供給収支計算規
則　別表第１　３．に基づき、適正に算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．

76 託送供給収支 営業外収益「資⾦運
用」の算定誤り

ガス事業に係らない収益を営業外収益の「資⾦運用」として計上
していた。

営業外収益の資⾦運用は、ガス事業託送供給収支計算規
則　別表第１　３．に基づき、適正に算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．

77 託送供給収支 営業外収益「雑収
⼊」の算定誤り

営業外収益の「雑収⼊」の算定にあたり、直近の料⾦改定時に控
除項目として料⾦原価に織り込まれていなかった収⼊が「雑収⼊」
に計上されていた。

雑収⼊は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
３．（２）に基づき、適切に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（２）
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78 託送供給収支 営業外費用「雑支出
等」の算定誤り

営業外費用の「雑支出等」の算定にあたり、直近の料⾦改定時に
料⾦原価に織り込まれていなかった支出が「雑支出等」に計上され
ていた。

雑支出は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
３．（６）に基づき、適切に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（６）

79 託送供給収支 供給販売費の算定誤
り

正しいガス事業に係る費用（供給販売費）を託送費用に整理
できなかった。

供給販売費は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
２．に基づき、適正に算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．

80 託送供給収支 供給販売費の機能別
配賦係数の算定誤り

供給販売費の機能別配賦係数（人員⽐）が適正に算定されて
いなかったことに伴い、供給販売費の託送費用が適正に算出され
ていなかった。

供給販売費の機能別展開は、ガス事業託送供給収支計算
規則　　別表第１　２．（２）①に基づき、適正に整理すべ
きである。

ガス事業託送供給収支
計算規則別表第１
２．（２）①

81 託送供給収支 供給販売費の機能別
配賦係数の算定誤り

供給販売費の機能別配賦係数（人員⽐）が適正に算定されて
いなかったことに伴い、供給販売費の託送費用が適正に算出され
ていなかった。

供給販売費の機能別展開は、ガス事業託送供給収支計算
規則　　別表第１　２．（２）①に基づき、適正に整理すべ
きである。

ガス事業託送供給収支
計算規則別表第１
２．（２）①

82 託送供給収支 供給販売費の機能別
配賦係数の算定誤り

供給販売費の機能別配賦係数（人員⽐）が適正に算定されて
いなかったことに伴い、供給販売費の託送費用が適正に算出され
ていなかった。

供給販売費の機能別展開は、ガス事業託送供給収支計算
規則　　別表第１　２．（２）①に基づき、適正に整理すべ
きである。

ガス事業託送供給収支
計算規則別表第１
２．（２）①

83 託送供給収支 供給販売費の機能別
配賦係数の算定誤り

供給販売費の機能別配賦係数（人員⽐）が適正に算定されて
いなかったことに伴い、供給販売費の託送費用が適正に算出され
ていなかった。

供給販売費の機能別展開は、ガス事業託送供給収支計算
規則　　別表第１　２．（２）①に基づき、適正に整理すべ
きである。

ガス事業託送供給収支
計算規則別表第１
２．（２）①

84 託送供給収支 供給販売費の機能別
配賦係数の算定誤り

供給販売費の機能別配賦係数（人員⽐）が適正に算定されて
いなかったことに伴い、供給販売費の託送費用が適正に算出され
ていなかった。

供給販売費の機能別展開は、ガス事業託送供給収支計算
規則　　別表第１　２．（２）①に基づき、適正に整理すべ
きである。

ガス事業託送供給収支
計算規則別表第１
２．（２）①

85 託送供給収支 供給販売費の機能別
配賦係数の算定誤り

供給販売費の機能別配賦係数（人員⽐）が適正に算定されて
いなかったことに伴い、供給販売費の託送費用が適正に算出され
ていなかった。

供給販売費の機能別展開は、ガス事業託送供給収支計算
規則　　別表第１　２．（２）①に基づき、適正に整理すべ
きである。

ガス事業託送供給収支
計算規則別表第１
２．（２）①

86 託送供給収支 事業税の算定誤り 事業税が地⽅税法の定めにより算定されていなかった。 事業税は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
２．（４）に基づき、適正に算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（４）

87 託送供給収支 事業税の算定誤り 事業税が地⽅税法の定めにより算定されていなかった。 事業税は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
２．（４）に基づき、適正に算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（４）

88 託送供給収支 事業税の算定誤り 事業税が地⽅税法の定めにより算定されていなかった。 事業税は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
２．（４）に基づき、適正に算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（４）
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89 託送供給収支 事業税の算定誤り 事業税が地⽅税法の定めにより算定されていなかった。 事業税は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
２．（４）に基づき、適正に算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（４）

90 託送供給収支 事業税の算定誤り 事業税が地⽅税法の定めにより算定されていなかった。 事業税は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
２．（４）に基づき、適正に算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（４）

91 託送供給収支 事業税の算定誤り 事業税が地⽅税法の定めにより算定されていなかった。 事業税は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
２．（４）に基づき、適正に算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（４）

92 託送供給収支 営業外収益「雑収
⼊」の算定誤り

営業外収益の「雑収⼊」の算定にあたり、直近の料⾦改定時に控
除項目として料⾦原価に織り込まれていなかった収⼊が「雑収⼊」
に計上されていた。

雑収⼊は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
３．（２）に基づき、適切に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（２）

93 託送供給収支 営業外収益「雑収
⼊」の算定誤り

営業外収益の「雑収⼊」の算定にあたり、直近の料⾦改定時に控
除項目として料⾦原価に織り込まれていなかった収⼊が「雑収⼊」
に計上されていた。

雑収⼊は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
３．（２）に基づき、適切に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（２）

94 託送供給収支 営業外収益「雑収
⼊」の算定誤り

営業外収益の「雑収⼊」の算定にあたり、直近の料⾦改定時に控
除項目として料⾦原価に織り込まれていなかった収⼊が「雑収⼊」
に計上されていた。

雑収⼊は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
３．（２）に基づき、適切に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（２）

95 託送供給収支 営業外収益「雑収
⼊」の算定誤り

営業外収益の「雑収⼊」の算定にあたり、直近の料⾦改定時に控
除項目として料⾦原価に織り込まれていなかった収⼊が「雑収⼊」
に計上されていた。

雑収⼊は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
３．（２）に基づき、適切に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（２）

96 託送供給収支 営業外収益「雑収
⼊」の算定誤り

営業外収益の「雑収⼊」の算定にあたり、直近の料⾦改定時に控
除項目として料⾦原価に織り込まれていなかった収⼊が「雑収⼊」
に計上されていた。

雑収⼊は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
３．（２）に基づき、適切に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（２）

97 託送供給収支 営業外収益「雑収
⼊」の算定誤り

営業外収益の「雑収⼊」の算定にあたり、直近の料⾦改定時に控
除項目として料⾦原価に織り込まれていなかった収⼊が「雑収⼊」
に計上されていた。

雑収⼊は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
３．（２）に基づき、適切に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（２）

98 託送供給収支 営業外費用「雑支出
等」の算定誤り

営業外費用の「雑支出等」の算定にあたり、直近の料⾦改定時に
料⾦原価に織り込まれていなかった支出が「雑支出等」に計上され
ていた。

雑支出は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
３．（６）に基づき、適切に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（６）

99 託送供給収支 営業外費用「雑支出
等」の算定誤り

営業外費用の「雑支出等」の算定にあたり、直近の料⾦改定時に
料⾦原価に織り込まれていなかった支出が「雑支出等」に計上され
ていた。

雑支出は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
３．（６）に基づき、適切に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（６）
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100 託送供給収支 営業外費用「雑支出
等」の算定誤り

営業外費用の「雑支出等」の算定にあたり、直近の料⾦改定時に
料⾦原価に織り込まれていなかった支出が「雑支出等」に計上され
ていた。

雑支出は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
３．（６）に基づき、適切に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（６）

101 託送供給収支 営業外費用「雑支出
等」の算定誤り

営業外費用の「雑支出等」の算定にあたり、直近の料⾦改定時に
料⾦原価に織り込まれていなかった支出が「雑支出等」に計上され
ていた。

雑支出は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
３．（６）に基づき、適切に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（６）

102 託送供給収支 営業外費用「雑支出
等」の算定誤り

営業外費用の「雑支出等」の算定にあたり、直近の料⾦改定時に
料⾦原価に織り込まれていなかった支出が「雑支出等」に計上され
ていた。

雑支出は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
３．（６）に基づき、適切に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（６）

103 託送供給収支 営業外費用「雑支出
等」の算定誤り

営業外費用の「雑支出等」の算定にあたり、直近の料⾦改定時に
料⾦原価に織り込まれていなかった支出が「雑支出等」に計上され
ていた。

雑支出は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
３．（６）に基づき、適切に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（６）

104 託送供給収支 租税課⾦の算定誤り 租税課⾦の額を様式第１に整理する際、計上する⾦額を間違え
ていた。

託送供給特定費用は、ガス事業託送供給収支計算規則　別
表第１ ４．に基づき、適正に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
４．

105 託送供給収支 ⼀般管理費の機能別
配賦係数の算定誤り

⼀般管理費の機能別配賦係数（機能別原価項目の⾦額⽐）
が適正に算定されていなかったことに伴い、⼀般管理費費及び運
転資本の営業費等が適正に算出されていなかった。

⼀般管理費及び運転資本は、ガス事業託送供給収支計算
規則　別表第１　２．③、別表第２　２．②に基づき、適正
に算定すべきである。

①ガス事業託送供給収
支計算規則　別表第１
２．③、別表第２　２．
②

106 託送供給収支 ⼀般管理費の機能別
配賦係数の算定誤り

⼀般管理費の機能別配賦係数（機能別原価項目の⾦額⽐）
が適正に算定されていなかったことに伴い、⼀般管理費費及び運
転資本の営業費等が適正に算出されていなかった。

⼀般管理費及び運転資本は、ガス事業託送供給収支計算
規則　別表第１　２．③、別表第２　２．②に基づき、適正
に算定すべきである。

①ガス事業託送供給収
支計算規則　別表第１
２．③、別表第２　２．
②

107 託送供給収支 ⼀般管理費の機能別
配賦係数の算定誤り

⼀般管理費の機能別配賦係数（機能別原価項目の⾦額⽐）
が適正に算定されていなかったことに伴い、⼀般管理費費及び運
転資本の営業費等が適正に算出されていなかった。

⼀般管理費及び運転資本は、ガス事業託送供給収支計算
規則　別表第１　２．③、別表第２　２．②に基づき、適正
に算定すべきである。

①ガス事業託送供給収
支計算規則　別表第１
２．③、別表第２　２．
②

108 託送供給収支 ⼀般管理費の機能別
配賦係数の算定誤り

⼀般管理費の機能別配賦係数（機能別原価項目の⾦額⽐）
が適正に算定されていなかったことに伴い、⼀般管理費費及び運
転資本の営業費等が適正に算出されていなかった。

⼀般管理費及び運転資本は、ガス事業託送供給収支計算
規則　別表第１　２．③、別表第２　２．②に基づき、適正
に算定すべきである。

①ガス事業託送供給収
支計算規則　別表第１
２．③、別表第２　２．
②

109 託送供給収支 ⼀般管理費の機能別
配賦係数の算定誤り

⼀般管理費の機能別配賦係数（機能別原価項目の⾦額⽐）
が適正に算定されていなかったことに伴い、⼀般管理費費及び運
転資本の営業費等が適正に算出されていなかった。

⼀般管理費及び運転資本は、ガス事業託送供給収支計算
規則　別表第１　２．③、別表第２　２．②に基づき、適正
に算定すべきである。

①ガス事業託送供給収
支計算規則　別表第１
２．③、別表第２　２．
②

110 託送供給収支 ⼀般管理費の機能別
配賦係数の算定誤り

⼀般管理費の機能別配賦係数（機能別原価項目の⾦額⽐）
が適正に算定されていなかったことに伴い、⼀般管理費費及び運
転資本の営業費等が適正に算出されていなかった。

⼀般管理費及び運転資本は、ガス事業託送供給収支計算
規則　別表第１　２．③、別表第２　２．②に基づき、適正
に算定すべきである。

①ガス事業託送供給収
支計算規則　別表第１
２．③、別表第２　２．
②
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111 禁⽌⾏為、体制
整備等

省令で求められる監
視部門の導管事業者
の社外への設置

省令で求められる監視部門が導管事業者の社外に設置され、当
該監視部門にて導管事業者の監視等が実施されていた。また、
当該監視部門が作成した監査規程、監査計画をして、託送供給
業務が法令等に適合することを確保するための規程・計画を整備
したとしていた。さらに、当該監視部門における監視結果の取締役
会への報告をして、情報管理責任者における情報の取扱いの管
理及び法令遵守責任者による業務執⾏状況の監視を実施したと
していた。

監視部門は、ガス事業法施⾏規則第７９条の１４第１項
第１０号に基づき設置すべきである。また、託送供給業務が
法令等に適合することを確保するための規程・計画は、ガス事
業法施⾏規則第７９条の１４第１項第７号に基づき整備
すべきである。さらに、情報管理責任者における情報の取扱い
の管理及び法令遵守責任者による業務執⾏状況の監視は、
省令に基づき実施すべきである。

ガス事業法第５４条第
１項第１号、ガス事業法
施⾏規則７９条の１４
第１項第７号、１０号
〜１５号

112 体制整備等

⼊室者がシステムにロ
グインすることを要さず
に当該システムから非
公開情報を⼊手する
ことができるシステムに
係る管理

システムログインすることを要さない非公開情報管理システムが設
置される供給指令センターにおける非公開情報を⼊手できる者の
⼊退出記録が取られていなかった。

非公開情報管理システムの構築は、ガス事業法施⾏規則第
７９条の１４第１項第２号ハに基づき実施すべきである。

ガス事業法施⾏規則第
７９条の１４第１項第
２号ハ

113 体制整備等

非公開情報管理シス
テムにおける非公開情
報⼊手者の特定及び
記録等の⽋落

非公開情報管理システムにおける工事外注先の非公開情報への
アクセスについて、特定された者のみが非公開情報を⼊手できるも
のとなっていなかった。また、非公開情報を⼊手した者を記録し、保
存するものとなっていなかった。

非公開情報管理システムの構築は、ガス事業法施⾏規則第
７９条の１４第１項第２号ロ、ハに基づき実施すべきであ
る。

ガス事業法施⾏規則第
７９条の１４第１項第
２号ロ、ハ

114 託送供給収支 事業者が定める算定
⽅法の未提出

ガス事業託送収支計算規則第６条に基づき、規定とは異なる算
定⽅法をあらかじめ様式第四に整理し、届け出していなかった。

規定と異なる算定⽅法を適用するのであれば、ガス事業託送
供給収支計算規則第６条に基づき、規定とは異なる算定⽅
法をあらかじめ届け出るべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則第６条

115 託送供給収支 事業税の算定誤り 事業税の算定過程で、集計を誤った額が事業税として計上されて
いた。

ガス事業託送供給収支計算規則別表第１　２．（４）に
基づき、事業税は地⽅税法の定めるところにより算定した額を
計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（４）

116 託送供給収支 供給販売費の算定誤
り

供給販売費のうち直課すべき修繕費が、取得原価⽐をもって機
能別展開されていた。

供給販売費のうち直課すべき修繕費は、ガス事業託送供給収
支計算規則　別表第１　２．（１）に基づき、正確に算定
したものを託送収支計算書に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（１）

117 託送供給収支 供給販売費の算定誤
り

附帯事業として整理すべき供給販売費の賃借料が、託送費用と
して総人員⽐をもって機能別展開されていた。

附帯事業として整理すべき供給販売費の賃借料は、ガス事業
託送供給収支計算規則　別表第１　２．（２）①に基づ
き、正確に算定したものを託送収支計算書に計上すべきであ
る。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（２）①

118 託送供給収支 ⼀般管理費の算定誤
り

⼀般管理費を算定するにあたり事業税を除いて整理すべきところ、
過年度分の追徴課税（事業税）を含んだ額で算定されていた。

⼀般管理費は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
２．（２）②に基づき、正確に算定したものを託送収支計算
書に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（２）②

119 託送供給収支 供給販売費の算定誤
り

ガス⼩売事業として整理すべき需要開発費が、託送費用として総
人員⽐をもって機能別展開されていた。

ガス⼩売事業として整理すべき需要開発費は、ガス事業託送
供給収支計算規則　別表第１　２．（１）に基づき、正確
に算定したものを託送収支計算書に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（１）

120 託送供給収支 供給販売費の算定誤
り

ガス⼩売事業として整理すべき雑費が、託送費用として総人員⽐
をもって機能別展開されていた。

ガス⼩売事業として整理すべき雑費は、ガス事業託送供給収
支計算規則　別表第１　２．（１）に基づき、正確に算定
したものを託送収支計算書に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（１）

121 託送供給収支 託送収益の算定誤り ガスメーターに不具合があった⼀部需要家のガス売上は託送収益
として計上すべきところ、収益額が計上されていなかった。

自社託送収益は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第
１　１．（２）に基づき、正確に算定したものを託送収支計
算書に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
１．（２）
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122 託送供給収支 供給販売費の算定誤
り

供給販売費のうち直課すべき賃借料が、社員⽐をもって機能別
展開されていた。

供給販売費のうち直課すべき賃借料は、ガス事業託送供給収
支計算規則　別表第１　２．（１）に基づき、正確に算定
したものを託送収支計算書に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（１）

123 託送供給収支 供給販売費の算定誤
り

ガス⼩売事業として整理すべき雑費が、託送費用として社員⽐を
もって機能別展開されていた。

ガス⼩売事業として整理すべき雑費は、ガス事業託送供給収
支計算規則　別表第１　２．（１）に基づき、正確に算定
したものを託送収支計算書に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（１）

124 託送供給収支 供給販売費の算定誤
り

供給販売費のうち直課すべき委託作業費が、総人員⽐をもって
機能別展開されていた。

供給販売費のうち直課すべき委託作業費は、ガス事業託送供
給収支計算規則　別表第１　２．（１）に基づき、正確に
算定したものを託送収支計算書に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（１）

125 託送供給収支 ⼀般管理費の算定誤
り

附帯事業として整理すべき⼀般管理費の委託作業費が、託送費
用として機能別原価項目の⾦額⽐(帳簿価格⽐)にて配賦されて
いた。

附帯事業として整理すべき⼀般管理費の委託作業費は、ガス
事業託送供給収支計算規則　別表第１　２．（２）②に
基づき、正確に算定したものを託送収支計算書に計上すべき
である。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（２）②

126 託送供給収支 事業税の計上誤り 事業税が県税に申告した当該事業年度の確定額となっていなかっ
た。

事業税は、ガス事業託送収支計算規則　別表第１　２．
（４）に基づき、地⽅税法の定めるところにより算定した額を
計上すべきである。

ガス事業託送収支計算
規則　別表第１　２．
（４）

127 託送供給収支 乖離率計算書の算定
誤り 乖離率計算書における実績費用が適切に算定されていなかった。

乖離率計算書の実績費用の算定は、ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第３　５．（６）に基づき、適切に算定す
べきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第３
５．（６）

128 託送供給収支 営業費用の算定誤り 供給販売費及び⼀般管理費の配賦において機能別配賦係数に
誤りがあり、供給販売費の託送費用に抽出漏れがあった。

供給販売費の託送費用は、ガス事業託送収支計算規則　別
表第１　２．（２）　①、②に基づき、適正な配賦係数にて
機能別展開し、漏れなく抽出すべきである。

ガス事業託送収支計算
規則　別表第１　２．
（２）　①、②

129 託送供給収支 営業外収益の算定誤
り 営業外収益の算定に誤りがあった。

営業雑収益は、託送供給に係る収益ではないが、ガス事業託
送収支計算規則　別表第１　３．（３）に基づき、ガス事
業とガス事業以外に分ける際にはガス事業に含める、もしくは営
業雑収益を除いた売上高⽐で算出すべきである。

ガス事業託送収支計算
規則　別表第１　３．
（３）

130 託送供給収支 営業外費用の算定誤
り 営業外費用に算定誤りがあった。

営業外費用は、ガス事業託送収支計算規則　別表第１
３．（５）に基づき、適正な固定資産⾦額⽐、配賦係数に
て算出すべきである。

ガス事業託送収支計算
規則　別表第１　３．
（５）

131 託送供給収支
託送収支計算におけ
る「事業税」の算定誤
り

託送収支計算における「事業税」について、誤って算定していた。
「事業税」について、ガス事業託送供給収支計算規則　別表
第１（第３条関係）２．（４）に基づき、適正に算定すべ
きである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
（第３条関係）２．
（４）

132 託送供給収支
託送収支計算におけ
る「⼀般管理費」の算
定誤り

託送収支計算における「⼀般管理費」の機能別展開について、
誤って算定していた。

「⼀般管理費」について、ガス事業託送供給収支計算規則別
表第１（第３条関係）２．（２）に基づき、適正に算定す
べきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
（第３条関係）２．
（２）
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133 託送供給収支

超過利潤計算書にお
ける「税引前託送供
給関連部門当期純
利益」の算定誤り

超過利潤計算書における「税引前託送供給関連部門当期純利
益」について、誤って算定していた。

「税引前託送供給関連部門当期純利益」について、ガス事業
託送供給収支計算規則別表第３（第５条関係）１．に
基づき、適正に算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第３
（第５条関係）１．

134 託送供給収支
託送収支計算におけ
る「託送供給量」の算
定誤り

託送収支計算における「託送供給量」について、誤って算定してい
た。

「自社託送収益に係る託送供給量」について、ガス事業託送
供給収支計算規則別表第１（第３条関係）１．（２）
に基づき、適正に算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
（第３条関係）１．
（２）

135 財務諸表
営業費明細書におけ
る「固定資産除却費」
の計上漏れ

営業費明細書における「固定資産除却費」について、計上漏れが
あった。

「固定資産除却費」について、ガス事業会計規則　第２条第
１項に基づき、適正に算定すべきである。
併せて託送収支計算書についても修正を要する。

ガス事業会計規則　第２
条第１項

136 財務諸表
営業費明細書におけ
る「固定資産除却費」
の計上漏れ

営業費明細書における「固定資産除却費」について、計上漏れが
あった。

「固定資産除却費」について、ガス事業会計規則第２条第１
項に基づき、適正に算定すべきである。
併せて託送収支計算書についても修正を要する。

ガス事業会計規則　第２
条第１項

137 託送供給収支

超過利潤計算書にお
ける「想定原価と実績
費用との乖離額」の算
定誤り

超過利潤計算書における「想定原価と実績費用との乖離額」につ
いて、誤って算定されていた。

「想定原価と実績費用との乖離額」について、ガス事業託送供
給収支計算規則別表第３（第５条関係）１．（７）に
基づき、適正に算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第３
（第５条関係）１．
（７）

138 託送供給収支

超過利潤計算書にお
ける「想定原価と実績
費用との乖離額」の算
定誤り

超過利潤計算書における「想定原価と実績費用との乖離額」につ
いて、誤って算定されていた。

「想定原価と実績費用との乖離額」について、ガス事業託送供
給収支計算規則別表第３（第５条関係）１．（７）に
基づき、適正に算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第３
（第５条関係）１．
（７）

139 託送供給収支 託送資産の算定誤り 託送資産明細書の作成において、建設仮勘定に計上すべき工具
器具の⾦額を除いて算定。

建設仮勘定に係る資産は、ガス事業託送供給収支計算規則
別表第２　２．に基づき、託送資産明細書に整理すべきであ
る。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第２
２．

140 託送供給収支 本支管投資額実績
表の記載誤り 託送資産明細書の誤⼊⼒。

本支管投資額については、ガス事業託送供給収支計算規則
別表第２に基づき、本支管投資額実績表に整理すべきであ
る。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第２

141 財務諸表 営業費振替明細表の
計上誤り

営業費明細表において、計上すべきものが適切に計上されていな
かった。

労務費については、ガス事業会計規則第１１条に基づき、営
業費明細に整理すべきである。

ガス事業会計規則第１
１条

142 託送供給収支 供給販売費の算定誤
り

供給販売費の算定について、労務費の⼀部を計上していなかっ
た。

労務費については、ガス事業託送供給収支計算規則別表第
１　２．（２）①に基づき、供給販売費に整理すべきであ
る。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．

143 託送供給収支 供給販売費の機能別
配賦係数の算定誤り

供給販売費の機能別配賦係数について、誤った数値で算定され
ていた。

供給販売費の機能別配賦係数について、ガス事業託送供給
収支計算規則別表第１　２．（２）①に基づき、適正に算
定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（２）①
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144 託送供給収支 雑収⼊の計上誤り 営業外収益の雑収⼊について、直近の料⾦改定時の控除項目
が計上されていなかった。

営業外収益について、ガス事業託送供給収支計算規則　別
表第１　３．（２）に基づき、直近の料⾦改定時に控除項
目として扱われたものは雑収⼊に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（２）

145 託送供給収支 特別損失の算定誤り 託送収支計算書の特別損失について、適正に計上されていなかっ
た。

託送資産明細書の特別損失について、ガス事業託送供給収
支計算規則別表第１　３．（８）に基づき、適正に計上す
べきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（８）

146 託送供給収支 事業税の算定誤り 託送収支計算書における事業税の計上を誤っていた。
ガス事業託送供給収支計算規則別表第１　２．(４)に基づ
き、事業税は地⽅税法の定めるところにより算定した額を計上
すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（４）

147 託送供給収支 供給販売費の算定誤
り

供給販売費（委託作業費）の算定において、託送費用として特
定できる費用が直接配賦されていなかった。

供給販売費のその他経費について、ガス事業託送供給収支
計算規則別表第１　２．（１）に基づき、適正に算定すべ
きである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（１）

148 託送供給収支
託送資産明細書
（運転資本）の算定
誤り

託送資産明細書の運転資本の算定において、固定資産除却損
が適正に計上されていなかった。

運転資本については、ガス事業託送供給収支計算規則別表
第２　２．に基づき、固定資産除却損を適正に算定し、ガス
事業に係る費用から控除して算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第２
２．

149 託送供給収支 供給販売費の機能別
配賦係数の算定誤り

供給販売費の機能別配賦係数について、固定資産⾦額⽐及び
人員⽐が適正に算定されていなかった。

供給販売費の機能別配賦係数について、ガス事業託送供給
収支計算規則別表第１　２．（２）①に基づき、適正に算
定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（２）①

150 託送供給収支 ⼀般管理費（事業
税除く）の算定誤り 事業税を除く⼀般管理費が適正に算定されていなかった。

事業税を除く⼀般管理費は、ガス事業託送供給収支計算規
則　別表第１　２．（２）②に基づき、租税課⾦に計上され
た事業税を適正に控除すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（２）②

151 託送供給収支 託送資産明細書の算
定誤り

託送資産明細書の算定において、無形固定資産が適正に計上さ
れていなかった。

託送資産明細書の無形固定資産について、ガス事業託送供
給収支計算規則別表第２　２．に基づき、適正に計上すべ
きである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第２
２．

152 託送供給収支 供給販売費の算定誤
り

供給販売費（修繕費及び賃借料）の算定において、託送費用
として特定できる費用が直接配賦されていなかった。

供給販売費の算定において、ガス事業託送供給収支計算規
則別表第１　２．（１）に基づき適正に算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（１）

153 託送供給収支 供給販売費の算定誤
り

供給販売費の賃借料について、託送費用として特定できる費用が
直接配賦されていなかった。

供給販売費の算出にあたっては、ガス事業託送供給収支計算
規則別表第１　２．（１）に基づき、適正に算定すべきであ
る。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（１）

154 託送供給収支 事業税の算定誤り 託送収支計算書の事業税について、適正に計上されていなかっ
た。

事業税については、ガス事業託送供給収支計算規則別表第
１　２．（４）に基づき、監査年度の事業税を計上すべきで
ある。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（４）
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155 託送供給収支 供給販売費の算定誤
り

供給販売費の修繕費の算定において、託送費用として特定できる
費用が直接配賦されていなかった。

供給販売費の算定において、ガス事業託送収支計算規則別
表第１　２．（１）に基づき適正に算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
２．（１）

156 託送供給収支 託送資産明細書の算
定誤り

託送資産明細書の建設仮勘定の算定において、託送資産として
特定できないものを計上していた。

託送資産の算定においては、ガス事業託送供給収支計算規
則別表第２　１．に基づき、適正に算定すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第２
１．

157 託送供給収支 営業外収益の算定誤
り 営業外収益のその他について、計上漏れがあった。 ガス事業託送供給収支計算規則別表第１　３．(３)に基づ

き、適正に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（３）

158 託送供給収支 特別損失の算定誤り 特別損失について、計上漏れがあった。
特別損失は、ガス事業託送供給収支計算規則　別表第１
３．（８）に基づき、正確に算定したものを託送収支計算書
に計上すべきである。

ガス事業託送供給収支
計算規則　別表第１
３．（８）




